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高知県地域医療再生計画（案） 
                             

                                     平成２５年５月 

                                     高  知  県 

 

Ⅰ 計画の概要 

（１）対象とする地域 

   本計画は、第６期高知県保健医療計画（平成２５年３月）で定める三次保健医療圏である高 

知県全体を対象地域とする。  

 

  《高知県の保健医療圏》   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県は１１市１７町６村で構成されているが、医療圏としては４つの２次医療圏を定めて

いる。 

このうち中央医療圏に多くの人口と医療機関が集中しており、特に県庁所在地である高知市

では人口の４５％、医療機関の約５０％を占めるなど、一極集中型の社会構造となっている。 

 

地勢的には、東西に広がる県土の約８４％が森林で可住地面積が少なく、長い海岸線と多く

の中山間地域を有しており、大きく立ち遅れている道路整備もあって、救急搬送をはじめとす

る地域医療にとってのハンディキャップは大きい。また、今後３０年以内の発生確率が６０％

程度である南海地震では、震度７の地震動と広範囲にわたる津波により多くの人的被害も想定

されているところである。            

県人口は昭和３０年の８８万３千人をピークとして減少が続き、第二次ベビーブーム等によ

る一時的な回復もあったが、再び減少傾向に転じ、平成２２年国勢調査では、７６万４千人と

なった。この減少傾向は今後も続き、平成４７年には６０万人を下回ることが予測されている。 
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一方で、年々高齢化が進行しており、平成２２年の高齢者人口の割合は２８．８%と、全国

平均の２３．０%を大きく上回り、全国第３位となっている。特に高知市を除くと３２．８％、

市町村によっては５０％を超えており、都市部以外の高齢化が急速に進んでいる。 

 

（２）本計画の基本的な考え方 

   本計画においては、後述する医療提供面の課題を解決するため、災害医療、救急医療、 

、在宅医療、がん医療の全県的レベルアップと、これら全てのベースとなる医師確保対策 

を強力に実施し、本県全体の地域医療の向上を図るものとする。 

 

 （３）計画の期間 

   本計画は、平成２５年４月１日から平成２７年度末までを実施期間とする。 

 

 

Ⅱ 現状の分析 

１．医師確保 

 （１）医療提供施設 

・本県の病院数は１３３（平成２５年３月３１日現在）であるが、このうち公的病院が１５

（国２、県３、市町村８、日本赤十字社１、厚生連１、全社連１）であり、９０％近くが

民間医療機関である。人口１０万人当たり施設数は１７．４と全国平均６．７（平成２３

年１０月 1日現在）の２．６倍、全国１位となっているが、病院の７４．４％が中央保健

医療圏に、特に高知市内の割合が４９．６％と、県中央部への集中が著しい。 

・診療所数は５９５施設（平成２５年３月３１日現在）で人口１０万人当たり７７．８施設

と全国平均の７７．９施設とほぼ同じである。 

 

 （２）医師 

  （全体） 

・県内の医療施設で診療に従事する医師数は２，０９５人、人口１０万人当たり２７４．１

人である。全国平均は２１９．０人で、本県は全国第５位となっている。（平成２２年医師・

歯科医師・薬剤師調査） 

・平成１２年末における医師数２，０４１人と比較すると、平成２２年までの１０年間に５

４人増加しているが、増加率は２．６％と全国平均１５．３％を大きく下回っている。こ

れは、県中央部は医師が増加してもそれ以外の地域では減少し続けているという地域偏在

が存在し、とりわけ郡部の公立病院や民間の基幹的病院での医師不足が急速に進み、病院

機能の維持に支障が生じている状況である。 

・さらに、いずれの診療科も全国以上に減少しているが、特に産婦人科や麻酔科の医師の減

少が著しいという診療科偏在に加えて、若手医師の減少が著しく、今後の地域医療の維持

が極めて厳しい状況となっている。 

・平成２２年末の主たる診療科別の医師数は、多い順に、内科５７７人、整形外科１６９人、

外科１４３人、精神科１１８人、小児科１００人の順である。全国的に不足が問題化して

いる脳神経外科が６３人、産婦人科及び産科が４９人、麻酔科が５４人となっており、平

成１２年末と比較すると、産婦人科及び産科が２１人、麻酔科が１３人減少している。（内

科が１０６人減少しているが、循環器科や消化器科など内科が専門分化したことによるも

のと思われる。） 

・年齢が４０歳未満の医師数は、平成１２年末の７６２人から平成２２年末には５５１人に

減少している。減少率は２７．７％で全国ワースト２位である。この数値が県内の中核的

な医療機関の疲弊を端的に表している。この若手医師の県内招聘・定着促進を図ることが
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今後の県の医療を考えるうえで極めて重要である。 

・また、特殊な診療分野である小児救急専門医の減少が続いており、平成２１年から２２年

の１年間だけで中央保健医療圏の５つの小児二次救急輪番病院で４人が退職するなど、厳

しい状況が続いている。 

（精神科医師） 

・県内には、２４の精神科病院があるが、このうち３つの民間病院で医師数の充足に課題が

あり、また、現役の精神科医師においても高齢化が進んでいるため、今後更に深刻な医師

不足の状況に陥ることが懸念される。 

・発達障害などの診療を専門分野とする児童精神科の専門医も全県でわずか数名と極めて少

ない状況が続いている一方で、県立療育福祉センターにおける発達障害の受診者数は、  

１２年間で４倍に増加(平成１１年１，８１１人→２３年７，２０７人)しており、診断ま

での待機期間が長期化している。発達障害に係る医療ニーズは、今後も増大していくと考

えられる。また、専門医師は、高知市を中心とする中央保健医療圏に集中しており、高幡・

幡多保健医療圏では、身近な地域で発達障害に関する診断を受けることができず、早期発

見・早期治療の支援体制が確立されていない。 

   ・本県の自殺者は、近年減少傾向にあるものの、自殺死亡率は全国８位（平成２３年）と高

く、原因としてはうつ病が最も多くなっている。 

・全国に先駆けて高齢化が進む本県では、認知症患者が増加しており、早期診断と早期対応

により、在宅生活が継続できるよう精神科による専門医療とかかりつけ医との連携体制が

求められる。 

（病理医師） 

・病理医は、検査や手術で採取したがんなどの組織や細胞を調べ、病気の種類や性質、広が

りなどを最終診断する重要な役割を担っているが、県内における病理医（病理診断科と臨

床検査科の合計）の員数は１７名（平成２２年医師・歯科医師・薬剤師調査）、病理専門医

は１２名（平成２４年９月日本病理学会）と極めて少ない状況にある。 

・病理医は、がん医療の分野においても必要不可欠な存在であるが、現在、県内に５施設あ

るがん診療連携拠点病院（４施設）及びがん診療連携推進病院（１施設（県知事指定））で

勤務する病理専門医の合計は１２名となっている。うち高知大学医学部附属病院を除く４

施設では、病理専門医がそれぞれ１名しか勤務しておらず、将来のがん医療の質的・量的

な充実を見据えた時に大変心許ない状況にある。 

・他の診療科と同様に県の中央部に偏在しており、中央保健医療圏以外では県立幡多けんみ

ん病院の１名のみという状況である。 

・また、県内唯一の医師の養成機関であるとともに、有力な医師の派遣元である高知大学医

学部においても派遣余力に乏しい状況である。 

 

 （３）医師以外の医療従事者 

   ① 薬剤師 

・県内の薬局・医療施設で従事する薬剤師数は１，６４２人、人口１０万人当たり１７６．

１人で、全国平均の１５４．３人を上回っている。しかし、薬剤師の勤務地を医療圏別に

見ると、安芸医療圏１３１．９人、中央医療圏１９９．７人（高知市２１７．８人）、高幡

医療圏１０３．４人、幡多医療圏１１１．６人であり、高知市への集中が顕著となってい

る。(平成２２年医師・歯科医師・薬剤師調査) 

・病院では特に薬剤師の確保が難しく、病棟薬剤業務を十分に行えない、薬剤師の労働条件

が劣悪になるなどの事例が増加している。また、郡部の医療機関においては、医療法の人

員配置基準を満たすために必要な薬剤師の確保すら厳しい状況がみられる。 

・県内の薬剤師の平均年齢は、平成２２年１２月時点で４７．８歳と全国平均の４４．５歳
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を３．３歳上回り、４０歳未満の薬剤師が占める割合は３３．１％と全国平均の４２．８％

を大きく下回っている。 

・大学における薬学教育が４年制から６年制に改められたことから平成２２年度及び２３年

度の国家試験合格者数は極端に少なく、２４年度には初の６年制卒業生が輩出されたが、

合格者数は期待に大きく反する人数に止まった。このため、本県においては、２２年度以

降、薬剤師の地域偏在及び職域偏在が進んでいる。 

② 看護職員 

・県内の医療機関で就業する看護師は８，５２２人、就業准看護師は４，３１６人、就業助

産師は１６９人であり、平成２０年末と比較すると、就業看護師は５４６人、就業助産師

は２人とそれぞれ増加しているが、就業准看護師は１９８名の減少となっている。（平成２

２年医師・歯科医師・薬剤師調査） 

・就業看護師・准看護師を合わせた人口１０万人当たりの就業者数は１，６７９．４人と全

国平均の１，０３１．５人を大きく上回っている一方、病床１００床当たりの就業者数が

４８．２人と、全国平均の５２．９人を下回っており、病床数、特に療養病床が多いこと

が影響しているものと考えられる。（平成２２年病院報告） 

   

 

２．災害時の医療提供体制 

    

① 平成２２年度補正予算の地域医療再生計画策定時以降の主な状況の変化 

・H24.3.31 内閣府が「南海トラフの巨大地震による震度分

布・津波高について(第1次報告)」公表 

黒潮町に 34.4ｍの津波想定 

・H24.5.10 県が「南海トラフの巨大地震による津波浸水予

測について（高知県版第 1 弾）」を公表 

最終防潮施設なし、50ｍメッ

シュで推計 

・H24.8.29 内閣府が｢南海トラフの巨大地震による津波

高・浸水域等(第 2 次報告)及び被害想定(第 1

次報告)｣公表 

最大死者数：49,000 人 

最大負傷者数：47,000 人 

・H24.12.10 県が「南海トラフの巨大地震による震度分布・

津波浸水予測について（高知県版第 2 弾）」を

公表 

地形データや構造物データ

を反映した推計 

 

 

② 南海トラフの巨大地震による被害想定等 

・平成２４年８月２８日に、内閣府が公表した｢南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域

等(第 2 次報告)及び被害想定(第 1次報告)｣では、最悪の場合高知県全体で、死者４９，０

００人、負傷者４７，０００人の人的被害が生じるものと推定している。 

・本県では、最大３４ｍの津波予測をはじめ、沿岸１９市町村全てが１０ｍ以上、内１０市

町村が２０ｍ以上、３市町村が３０ｍ以上の予測となっている。 

・津波による浸水面積は１５，７８０ｈａで、全国で最大となっており、特に医療機関が集

中する高知市では、地盤沈下による長期浸水も併せて懸念されている。 

・また、地震動は、県下３４市町村のうち、震度６強が４市町村、震度７が３０市町村と地

震動への対策も重要である。 
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③ 医療機関の状況 

《浸水状況》 

種  別 病院数 浸水想定区域にある病院数 割合 

災害拠点病院 １０ ４ ４０％ 

救護病院 ４９ １９ ３９％ 

一般病院 ７４ ３２ ４４％ 

計 １３３ ５５ ４１％ 

平成２５年３月３１日現在（高知県調査） 

《耐震状況》 

種  別 病院数 耐震施設数 割合 
備  考 

（Ｈ２５年度末の状況） 

災害拠点病院 １０ ８ ８０％ １０施設（１００％）予定 

救護病院 ４９ ３０ ６１％ ３７施設（７６％）予定 

一般病院 ７４ ３６ ４９％ ４５施設（６１％）予定 

計 １３３ ７４ ５６％ ９２施設（６９％）予定 

平成２５年３月３１日現在（高知県調査） 

 

・平成２４年６月補正で、それまで補助制度の対象外であったＩｓ値０．３～０．６の一般

病院を対象とした耐震化工事の補助制度を創設（国土交通省の社会資本整備総合交付金の活

用）した結果、２病院が耐震化工事に着手し、２５年度完了予定。（２１補正計画で対応） 

 

 

④ 医療機関アンケート調査の結果 

・県では、平成２４年５月の津波浸水想定の公表に伴い、同年７月に、病院と有床診療所を

対象に、県が作成した「医療機関における災害対応のポイント」を配布し、耐震化や備蓄、

医療従事者や入院患者の安全確保等に係る自己点検を促すとともに、地震動や津波浸水被

害の有無、自家発電機や衛星携帯電話の整備状況、防災計画の策定状況等に関するアンケ

ート調査を行った。特に、津波浸水想定区域に立地する災害拠点病院等へは、アンケート

調査結果をもとに防災計画等についてヒアリング調査を実施したが、その概要は以下のと

おりであった。 

 

※回答病院数：１０８ （回答率：８１％） 

（災害拠点病院；１０/１０、救護病院；３９/４９、一般病院；５９/７４） 

 

・医療機関からは、電源確保（自家発電機の整備や備蓄燃料）、通信機器の整備、施設改修（発

電機の移設、保管倉庫の増設等）、医薬品・食料・水等の備蓄についての支援を求める声が

多く聞かれた。 
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《新被害想定に基づく防災計画等の見直し状況》 

 

・平成２４年７月に医療機関に配布した「災害対応のポイント」をバージョンアップし、Ｂ

ＣＰ作成方法をはじめ、事前対策や発災時の行動、早期の復旧のための対策をまとめた「医

療機関災害対策指針」（２２補正計画で対応）を作成し、平成２５年度以降医療機関の防災

計画の見直しを加速化する。 

 

 

《通信手段の確保状況》 

 
 

・上記のアンケート調査の結果を受け、平成２４年９月補正により緊急的な対策として、病

院を対象に、衛星携帯電話及び自家発電機の整備についての補助制度を創設した結果、２

０病院（内４病院が新設）が自家発電機を、１５病院（１２病院が新設）が衛星携帯電話

を整備した。（２２補正計画で対応） 

 

 

 

 

 

81%

10%
9%

新被害想定を受けた
防災計画等のੁ定峝ৄઉ峁峕峎岮峐

ৄઉし予定あり 策定（中） 予定 ৄઉし予定なし

32.7%

3.7%

20.6%

66.4%

21.5% 17.8%

୰峕岴け峵ৢਦুのਚ૨（複数回答）
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《自家発電機への地震動等の影響》 

 
 

⑤ 高知県災害時医療救護計画の見直し 

・東日本大震災の教訓を踏まえ、平成２４年３月に「高知県災害時医療救護計画」を見直す

とともに、同計画に位置付けを行った医療本部（本庁）や医療支部（各福祉保健所）に配

置する災害医療コーディネータ及び災害薬事コーディネータを委嘱した。 

・新被害想定を受け、高知県災害医療対策本部会議の下部組織として医薬品部会を設置し、

医薬品の備蓄のあり方や適正供給について検討するとともに、平成２５年度には、県内外

の災害医療の有識者で構成する「高知県災害時医療救護計画見直し検討部会」を設置し、

歯科コーディネーターの設置や多数傷病者に対応する医療救護体制について検討する。 

 

⑥ 災害医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備 

・２２年度補正計画時点では、本県の日本ＤＭＡＴチームは９病院、１９チームであったが

平成２４年度末現在で、１２病院に２６チームが設置され、機動力や必要な資機材整備を

行った。 

・また、高知ＤＭＡＴ（ローカルＤＭＡＴ）を救護病院を中心に育成しており、平成２４年

度末で１０病院（内１病院は日本ＤＭＡＴ）、１０チームとなっている。 

 

⑦ 広域医療搬送への対応 

・本県では、新被害想定による地震動や津波により、沿岸部に整備されている基幹道路の寸

断等により孤立地域の発生が予想されている。現在、こうした孤立地域へのヒトとモノの

参集拠点として、県８か所への「総合防災拠点」の整備が検討されている。この、総合防

災拠点には、広域医療搬送拠点として指定されている高知大学医学部及び宿毛市総合運動

場も含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

28%

2%

自家発電機への地震・津波の影響

あり なし 無回答



 8

３．在宅医療 

     （全体） 

・本県は、これまで高齢化の先進県として歩み、一人暮らしや高齢者の夫婦だけの世帯が多

いことや、共働きなどで家庭の介護力が弱いことなどから、療養を要する高齢者への医療

提供は、特別養護老人ホームや、人口あたり全国 1 位の病床を持つ医療機関などの施設内

でのサービスに頼ってきた。現在、県内では、要介護認定者のうちの約４人に一人が、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用している。 

・平成２３年の県民世論調査では、長期療養が必要になった場合に「自宅で暮らしながら、

訪問診療や訪問看護などにより在宅医療を受けることを希望する」と回答した者は２４．

４％と、「入院を希望する」２９．６％に次いで高くなっている。 

（訪問診療） 

・平成２４年の在宅医療実態調査によると、１か月間で訪問診療を受けている実患者数（ほ

ぼ在宅医療を受けている実患者数）は２，９９９人であり、うち７６歳以上の者が８５％

以上を占めている。２０歳以下の患者も全体の１％程度と少数ではあるが訪問診療を受け

ている。 

・在宅医療を推進する上で中心的な役割を果たす在宅療養支援診療所は、平成２５年４月現

在で県内に４６か所（安芸保健医療圏で６か所、中央保健医療圏で３１か所、高幡保健医

療圏で２か所、幡多保健医療圏で７か所）となっている。 

・訪問診療を実施している病院・診療所は県内に１５１か所あり、在宅療養支援診療所・病

院以外の「かかりつけ医」による訪問診療が広く実施されているが、訪問診療を実施して

いる診療所の８割以上では医師が１名で対応しており、自院のみでは休日や夜間も含めた

２４時間対応が難しい。 

（訪問看護） 

・在宅医療に重要な役割を果たす訪問看護ステーションは、平成２５年４月現在で県内に４

４事業所（安芸保健医療圏で３事業所、中央保健医療圏で３１事業所、高幡保健医療圏で

２事業所、幡多保健医療圏で８事業所）となっており、地域偏在が大きく、訪問看護サー

ビスが実施できない地域が旧市町村圏域で６か所ある。ステーション１事業所当たりの常

勤換算看護職員数（３．６人）は、全国平均（４．６人）と比較して少ない。 

（特に留意すべき事項） 

・在宅医療への医療・介護の多職種の参加はまだ十分でなく、先行地域の実例を他地域でも

実践できるような情報提供、人材の育成、連携の仕組みづくりが必要である。 

・過疎化の進行や、中山間地域が多く道路整備が十分でないことなどにより、訪問サービス

の効率が悪く、事業所の経営が成り立ちにくい地域特性がある。 

 

 

４．救急医療 

① 救急出場件数・搬送人員 

・平成２３年度の県内の消防機関の出場件数は３８，２２５件、搬送人員は３５，１７６人

であり年々増加している。また、人口１万人当たりの救急出場件数は５００件と、大阪府

（５８３件）、東京都（５５４件）に次いで全国３位となっている。 

 

  救急出場件数及び搬送人員の推移 

 H20 H21 H22 H23 

救急出場件数（件） 34,414 35,376 36,939 38,225 

搬送人員（人） 32,259 32,939 34,384 35,176 
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② 第３次救急医療機関への集中 

・本県の救急医療は、県西部の幡多保健医療圏を除いて、高次救急医療機関が集中している

高知市を中心とする中央保健医療圏に依存しており、高知市内の３つの医療機関に県全体

の救急搬送の４割近く（平成２３年度：３８．９％）が集中している。 
 

救命救急センター救急車搬送人員数と重篤患者数（平成２３年度） 

救命救急センター 救急車搬送人員数 重篤患者数 割合 

Ａ病院 3,340 人 968 人 29.0％ 

Ｂ病院 4,587 人 795 人 17.3％ 

Ｃ病院 5,359 人 377 人 7.0％ 

 

③ 救急車による傷病程度別搬送人員 

・平成２３年度の救急車による搬送人員のうち軽症者の割合は４７．３％（１６，６２２人）

と全体の約半数を占めている。 

 

④ 小児（救急）医療 

・平成２３年に救急車で搬送した１８歳未満の救急患者２，３２７人のうち１，７９２人（７

７．０％）が軽症者となっている。 
 

救急車による年齢区分・傷病程度別搬送人員 

  
新生児 

（生後28日未満） 

乳幼児（生後 28 日 

から 7歳未満） 

少年（7 歳から 

18 歳未満） 
計 

死亡※  1  2.8%     8  0.7%     3  0.2%    12   0.5% 

重症  7 19.4%    22  2.0%    43  3.5%    72   3.1% 

中等症 19 52.8%   203 18.9%   217 17.9%   439  18.9% 

軽症軽症軽症軽症     8 22.2%   838 77.9%   946 77.9% 1,792 77.0%77.0%77.0%77.0%    

その他  1  2.8%     5  0.5%     6  0.5%    12   0.5% 

計 36 
 

1,076 
 

1,215 
 

2,327 100.0% 
 

・高知市及び隣接する南国市の小児科がある公的５病院が輪番により、入院治療を必要とす

る重症患者に対する第２次救急医療を行っているが、受診者に占める入院患者の割合は約

８％で、軽症者の受診が多くなっている。 

・輪番病院で小児科輪番に対応する医師が減少傾向にあり、医師の高齢化も進んでいること

から、輪番制を維持することが大変困難な状況となっている。現在でも、輪番病院には１

日平均７．６人（深夜帯）の患者が受診しており、小児科医師の疲弊を招いている。 
 

輪番病院の当直医数（人） 

H20 H21 H22 H23 H24 

22 25 21 21 18 

 

・こうちこども救急ダイヤル（＃８０００）が、平成２５年４月１日より、３６５日対応可

能となった。（２１補正計画で対応） 

年  度 H21 H22 H23 H24 

相談件数 1,785 1,508 1,660 2266 

相談日数 174 172 171 204※ 

1 日当たり相談件数 10.3  8.8  9.7  11.1 

 ※H24 年度は、８月より木曜日を相談日として追加 
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５．がん対策 

・本県のがんによる死亡者数は、平成７年以来毎年２，０００人を超えており、死亡原因の

第１位となっている。 

・がんの早期発見のために重要ながん検診の受診率は、２２～３５%と低調で、特に、市町

村検診の胃がん検診が低調である。 

     

がん検診受診状況（H23 年度） 

肺がん検診 21.1％ 14.1％ 35.3％ 

胃がん検診 16.4％ 6.2％ 22.6％ 

大腸がん検診 16.0％ 8.5％ 24.5％ 

子宮がん検診 14.3％ 13.2％ 27.5％ 

乳がん検診 14.0％ 15.6％ 29.6％ 

                      （健康対策課調べ） 

 

 

Ⅲ 課題 

 

医師不足による地域医療の機能低下を防止するとともに、災害医療、救急医療、在宅医療、

がん医療等に係る地域格差を解消する必要がある。 

 

 

１．医療従事者確保対策の推進 

  ① 医師 

  （全体） 

医師の地域偏在・診療科偏在・年齢偏在により、緊急に医師を確保する必要がある医療

機関や診療科が多数存在している。 

         平成２１年度に策定した地域医療再生計画で県立あき総合病院を拠点施設とする若手医

師の育成と本県への定着のための中長期的な視点での対策を進めるとともに、平成２２年

度補正予算の地域医療再生計画において、現に不足している医師を確保するための即効性

のある対策を進めてきた。 

これらの対策により、少しずつ成果が見え始めて来たが、本県における医師確保は、待

ったなしの課題であるため、中長期的な医師確保対策の成果が大きく出始めるまでの数年

間は引き続き、これまでの取り組みを継続していく必要がある。 

  （精神科医師） 

様々な精神科ニーズに対応するため、今後は単なる量的な医師の確保だけでなく、質の

向上を同時に確保しつつ、精神科医師の増加を図り、精神科医療体制を向上させる必要が

ある。 

（病理医師） 

このまま病理医の増加（確保）が進まず、漸減傾向が続いた場合、がん診療の質的低下

や剖検数の減少による各種施設基準取得の遅滞などの影響が懸念されるが、病理医不足は

本県固有の課題でなく全国的な課題であるため、他県から招へいではなく、県内で病理を

育成することが求められる。そのため、県及び高知大学医学部、がん拠点病院など関係医

療機関の三者が連携した病理医増加対策に早急に着手する必要がある。 
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② 薬剤師 

    今後は毎年一定数の薬剤師国家試験合格者が出るが、薬剤師の需要が増加する中、地域偏

在および職域偏在に拍車がかかることが危惧されており、郡部や病院に勤務する薬剤師や若

い年代の薬剤師の安定的な確保・定着に向けた取り組みが必要である。 

近年、医師不足を背景として、医療従事者間のスキルミックスの必要性が高まっている。

また、病院や薬局においては、これまでの調剤中心の業務から、患者の薬物療法への関与に

業務内容がシフトしており、これらの業務を的確に行い、地域連携を踏まえチーム医療を支

えることのできる薬剤師を育成する必要がある。 

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

① 災害医療従事者の確保等 

南海トラフの巨大地震では、多数の傷病者の発生が想定されており、医療従事者の数的確

保はもとより、災害時の医療救護活動は、適切なトリアージや応急措置等の専門性に加え、

急性期以降は、被災者の生活支援に必要な知識・技術を習得した医療従事者の確保が必要で

ある。 

また、東日本大震災では、多くの感染症が発生し、総合的な感染症のマネジメントの必要

性と平時からの感染症対策の地域ネットワーク構築や、患者や家族と医療従事者間だけでは

なく、職員間のコンフリクト（認知の齟齬）を解消することが危機管理や医療安全対策には

重要であるとされており、これらの取組をさらに強化する必要がある。 

 

② 医薬品の安定供給体制の整備 

本県でも、東日本大震災の教訓を受け、医薬品や輸血用血液等の備蓄や適正な供給体制の

整備を図ってきたが、傷病者の増加に伴い、市町村ごとの被害状況に応じた医薬品等の備蓄

の見直しが急務となっている。発災時に、薬剤師活動や医薬品供給に関する支援策の立案や、

受援体制の整備を行う薬事コーディネータを中心に、傷病者数の増加や孤立の危険性のある

地域を想定するとともに、県が広域的に設置する、人と物資の集積拠点となる「総合防災拠

点」の利活用を含め、新たな備蓄や供給体制の整備が必要である。 

 

③ 災害時の医療救護体制の整備 

本県は、津波等により幹線道路が寸断され、多くの孤立地域の発生が懸念される。特に、

医療資源の乏しい地域での医療救護体制の確立が大きな課題となっている。現在、本県では、

災害時にヒトとモノの参集（集積）拠点として、県内に８か所の「総合防災拠点」の整備す

ることとしており、医療資源の乏しい地域に設置される総合防災拠点には、一定の医療機能

を付加することも視野に入れながら、医療救護体制の在り方について検討するとともに必要

な資機材の整備が必要である。 

多数の傷病者の発生に対応するためには、医療救護活動を迅速かつ円滑に行うことが求め

られており、医療・薬事コーディネータが的確な判断を行うための状況把握や情報伝達方法、

また、搬送や医療連携、患者情報の把握等の手段としてＩＣＴの導入について検討・研究す

るとともに、ＥＭＩＳと連動した「こうち医療ネット」（広域災害・救急医療情報システム）

の改修が必要である。 

また、平成２５年度に整備する「お薬手帳の電子化」について機能強化を図るとともに、

災害時の活用方法等について検討する。 
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④ 医療機関等の災害対応力向上のための施設・設備整備等 

平成２４年度に作成した「医療機関の災害対策指針」を活用し、医療機関の防災計画の見

直しとＢＣＰの作成を推進することとしており、防災計画の見直しの結果、必要となる耐震

化のための取組や、耐震化以外の必要な施設・設備を行うための支援制度が必要である。ま

た、訓練等を通じて、実施した対策を検証し、再度、対策を見直すといった「災害対応力向

上のためのＰＤＣＡサイクル」を普及するための取組が必要である。 

また、医療機能の早急な復旧には、診療情報の回復が必須であることから、平成２５年度

には、津波浸水被害が予測される医療機関の診療情報を県外に保全する事業を行うこととし

ており、今後は参加する医療機関を増やすことはもとより、保全した診療情報の医療救護活

動への活用について検討・研究を行う必要がある。 

 

 

３．在宅医療の推進 

高齢者やがん患者などが可能な限り住み慣れた自宅や住まいで、その人らしい生活ができるよ

うに支えるため、以下の課題の解決を図り、保健、福祉と一体となって在宅医療を推進する必要

がある。 

① 在宅医療を担う医師、歯科医師、薬剤師、看護師の確保と資質向上 

② 在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションの機能強化 

③ 急性増悪等緊急時のスムーズな入院等を可能とする後方支援体制の拡充 

④ 地域に根ざした保健・医療・福祉のネットワーク及び多職種連携の強化 

⑤ 県民・医療関係者に対する在宅医療の啓発、情報提供 

⑥ 訪問診療を行う診療所等のグループ化による２４時間対応ができる体制づくり 

 

 

４．救急医療 

① 救急医療の適正利用 

・核家族化や高齢化に伴い、今後も救急搬送件数の増加が見込まれており、適正受診に対す

る一層の啓発の強化が必要である。 

・救急車で搬送した救急患者の傷病程度のうち約半数が軽症患者で占められるなど、本来緊

急輸送が役割である救急車や、重篤な患者を治療する救命救急センターを安易に利用する者

が多く、医師や消防機関の大きな負担となっていることから、引き続き、救急医療の現状を

県民に理解していただくとともに、高知県救急医療協議会と連携しながら、適正受診へと行

動変容につながる広報を行うことが必要である。 

② 小児救急医療体制 

・専門医志向や共働き世帯の増加により、診療時間外に受診する軽症患者が増加する中、限

られた小児科医師により救急医療が提供されるなど、勤務環境の改善による小児科医の負担

軽減への対策が必要である。 

 

 

５．がん対策 

・がん検診、特に胃がん検診の受診率を向上させるには、1 日当たりの受診者数の拡大を図

る必要があるが、検診車の老朽化に伴い稼働台数が減少しており、市町村の配車要求に応

える事が厳しい状況にあることから、早急に検診車を整備する必要がある。 
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Ⅳ 目標 

 

本地域医療再生計画に基づく各事業を実施することにより、平成２５年度末までに本県地域

医療の最大の課題である医師確保による地域医療体制の確立と、災害医療、救急医療、、在宅医

療、がん医療等に係る地域格差の解消と全体的なレベルアップを図る。 

 

   個別の数値目標を記載していない分野については、現在実施中の第６期高知県保健 

医療計画（平成２５年度から平成２９年度の５ヵ年計画）に掲げる当該分野の数値目 

標によることとする。    

 

      

 

１．医療従事者確保対策の推進 

  ① 医師 

  （全体） 

平成２１年度策定の高知県安芸保健医療圏地域医療再生計画及び高知県中央保健医療

圏・高幡保健医療圏地域医療再生計画に基づき実施している若手医師の育成・定着を中心と

する中長期的医師確保対策に加え、早期に本県地域医療に従事する医師を確保するための即

効性のある取り組みを進めることにより、本県の地域医療が現在必要とする即戦力としての

医師を確保する。 

   （精神科医師） 

    安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師を確保する

ための仕組みを構築する。 

小児神経精神医学的な疾患や障害を研究するとともに、小児精神科医師を確保するための

仕組みを構築する。 

（病理医師） 

安定的かつ持続的に病理医を確保するため、高知大学医学部とがん診療連携拠点病院等が

連携した若手病理医の指導育成体制を構築する。 

医学生や初期臨床研修医、更には女性医師を対象とした、病理医を志す医師を増やす仕組

みを構築する。 

 

② 薬剤師 

県内、特に薬剤師不足が深刻な地域や医療機関への薬剤師の就業を促進するとともに、多

様化するニーズに応えることができる薬剤師のキャリア形成環境を整備することにより、地

域のチーム医療の中で求められる役割を果たしていける薬剤師を確保・育成する。 

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

【県の平成２７年度末の主な目標】 

病院の耐震化 ９０％以上 

（H25.4 時点 74/133 病院 56％） 

新被害想定を踏まえた病院における

防災計画の策定 
１００％ 

新被害想定を踏まえた市町村の災害

時医療救護計画の策定 
１００％ 
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ＤＭＡＴチームの育成 各災害拠点病院に２チーム以上 

（H25.4 時点 7/10 災害拠点病院）  

災害時医療従事者の確保 救護病院の５０％が高知ＤＭＡＴ研修を受講 

（H25.4 時点 10/49 病院 20％） 

通信手段の確保 全救護病院で一般電話回線以外の通信手段を確保 

（H25.4 衛星携帯電話整備率 36/49 病院 73％） 

広域医療搬送体制の確立 ＳＣＵ資機材整備（H25 年度整備予定） 

ＳＣＵの運用体制の確立 

 

 

３． 在宅医療の推進 

地域に根ざした関係機関のネットワークの構築を進め、在宅医療提供機関のグループ化を促

進する。 

また、訪問看護ステーションの機能強化等により、訪問看護が提供できる地域を増やす。 
 

  （第６期高知県保健医療計画より抜粋） 

項 目 直近値 目標（平成２９年度） 

退院前カンファレンスを実施して

いる病院数 

５０か所 

（平成２３年） 
５７か所 

訪問診療可能な医療機関数 １５１か所 

（平成２４年） 
１７０か所 

急変時の受入可能病院・有床診療所

数 

４１か所 

（平成２４年） 
４６か所 

   ・在宅患者が、県内全圏域（旧市町村圏域）で訪問看護が受けられるとともに、訪問看護が

実施できる機関を増やす 
 
 

４．救急医療の確保 

小児救急勤務医の勤務意欲の向上を図ることにより、県全体での小児科医師の減少と小児救

急の崩壊を防止する。 
 

  （第６期高知県保健医療計画より抜粋） 

項 目 直近値 目標（平成２９年度） 

救急車による軽症患者の搬送割合 47.3％ 30％ 

小児救急搬送の軽症患者割合 77.0％ 70％以下 

小児科病院群輪番制  維 持 

 

 

５．がん対策 

胃がん検診車を早急に整備し、検診希望者の受診機会を拡大し、受診率の向上を目指す。 
     

 H23 受診率 H29 目標 

肺がん検診 35.3％ 50.0％ 

胃がん検診 22.6％ 40.0％ 

大腸がん検診 24.5％ 40.0％ 

子宮がん検診 27.5％ 50.0％ 

乳がん検診 29.6％ 50.0％ 
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Ⅴ 具体的な施策 

   本県地域医療の課題を解決しⅣに掲げる目標を達成するため、従来から県・市町村・関係団

体等が行っている取り組み並びに平成２１年度策定の高知県安芸保健医療圏地域医療再生計画

及び高知県中央保健医療圏・高幡保健医療圏地域医療再生計画、平成２３年度策定の高知県地

域医療再生計画に基づき実施してきた事業に加えて、平成２５年度末までの期間に、地域医療

再生基金を活用した次の事業に重点的に取り組んでいく。 

    

 

１．医師確保対策の推進  

 

総事業費   ６６５，５９２千円  

（基金負担分 471,782 千円、国庫補助負担分 77,810 千円、県負担分 116,000 千円） 

 

（目的） 

 医師の地域偏在、診療科偏在及び若手医師の減少の解消に向けて、若手医師の県内定着を

促進するためのキャリア形成環境の整備や、現に不足している医師の県外からの招聘事業な

どを、高知医療再生機構、高知地域医療支援センター、大学等と連携して行う。 

平成 22 年度の計画策定以降、それぞれの取組の成果が少しずつ見え始めているが、こうし

た成果をさらに確実なものとしていくために、これまで実施してきた取組をさらに拡充する

とともに、不足する財源を充当する。 

 

＜拡充する事業＞ 

【中長期的な医師【中長期的な医師【中長期的な医師【中長期的な医師確保対策】確保対策】確保対策】確保対策】    

（１）高知医療再生機構運営事業 

① 指導医の育成及び確保支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１３，０００千円(基金負担分 89,500千円、国庫補助負担分 23,500千円) 

（事業内容） 

新たに指導医資格を目指す専門医に対して、資格取得のための研修支援制度(要件：

指導医資格取得後、支援期間と同期間、県内の学会協力関連病院で後輩の育成に協力す

る)を設ける。併せて、既に指導医資格を持つ医師を招聘・確保し、指導医養成事業を

行う医療機関等を支援する。 

② 医学生・研修医の高知県内研修支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １６，０００千円(基金負担分 13,100千円、国庫補助負担分 2,900千円) 

（事業内容） 

 県外医学部生が高知県内で行われる地域医療研修等に参加したり、県外の研修医が高

知県内の地域医療研修を行ったりすることを促進・支援するとともに県内の臨床研修の

質及び量の向上を促進することを支援する。 

③ 若手医師レベルアップ支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１８，０００千円(基金負担分 94,500千円、国庫補助負担分 23,500千円) 

（事業内容） 
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県内の医療機関に勤務する若手医師が国内外の先進的医療機関に短期又は長期留学 

することへの支援(要件：留学終了後、一定期間は県内医療機関で勤務することを要件と

する)や、大学や学会認定の研修病院の指導医的な立場にある医師が、若手医師の研修環

境を充実させ専門医資格の取得を支援する環境の整備に対する支援を行うことで、若手

医師の県内定着の増加を図る。また専門分野を同じくする医師が病院の枠組みを超えて、

若手医師のレベルアップのために行う研修セミナー・勉強会を支援する。 

④ コメディカル資質向上支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０，０００千円(基金負担分 10,000千円) 

（事業内容） 

ともに医療を支えるコメディカルの資質向上を目的とする研修の開催や、研修へ参加

する旅費等について支援を行う。 

⑤ 医師招聘・派遣斡旋事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１，５２０千円(基金負担分 11,520千円) 

（事業内容） 

県内の医療機関への就業を希望する医師の招聘・斡旋を行うとともに、県内医療機

関への医師の派遣調整等を実施する。 

⑥ 後期研修医の確保及び資質向上支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２６，０００千円(基金負担分 21,026千円、国庫補助負担分 4,974千円) 

（事業内容） 

県内の医療機関で初期研修を修了した研修医が、引き続き高知県内で後期研修を行う

ことに対して奨励金を支給するとともに、県内医療機関の後期研修医の短期留学（研修）

や研修開催を支援する。 

⑦ 運営費 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ５３，８７４千円(県負担分 53,874千円) 

（事業内容） 

             一般社団法人高知医療再生機構を管理運営するための経費 

 

  （２）地域医療支援センター運営事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ３５，８７４千円（基金負担分 17,938 千円、県負担分 17,936 千円） 

（事業内容） 

高知大学医学部に設置した「高知地域医療支援センター」を運営し、県内の医師不足

の状況等の把握・分析や、医師のキャリア形成支援と一体的に医療環境の改善支援を行

うことで、本県の安全・安心の医療体制の創設を目指す。 

 

（３）精神科医養成事業 

① 地域精神医療寄附講座 ＜新規事業＞ 



 17

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ６２，５００千円（基金負担分 62,500 千円） 

（事業内容） 

県内で安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師

を確保するため、高知大学に寄附講座を設置する。 

② 小児神経精神科医養成奨励金交付事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ６，４３２千円(基金負担分 6,432 千円) 

（事業内容） 

高知大学大学院医学専攻小児神経精神医学コースに就学する学生に対し奨励金を交

付する。 

 

  （４）薬剤師確保対策事業 ＜新規事業＞ 

    ・平成２５年度事業開始  

    ・総事業費 ３，９１２千円（基金負担分 3,912 千円） 

（事業内容） 

実態調査を実施し、薬剤師の就業状況や勤務環境を分析したうえで、安定的な薬剤師

確保が可能となる、短期的および中長期的な薬剤師確保策およびキャリア形成のあり方

等を、関係機関とともに検討する。 

高知県薬剤師会及び高知県病院薬剤師会と連携して、若手薬剤師の育成等を目的とし

た研修等実施する。 

 

 【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】【即効性のある医師確保対策】            

① 県外医師情報収集強化事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１，４８０千円(基金負担分 11,480千円) 

（事業内容） 

本県で勤務することに関心を持つ県外の医師や、本県出身の医師等のリストを作成し、 

本県医療機関への招聘に向けて情報提供や勧誘活動を行う。また、本県の医師確保対策

に協力いただける方を地域協力員として委嘱し、招聘活動にご協力いただくとともに、

医師の就職専門誌等への情報提供等を行うことにより、医師確保を加速させる。 

② 医師派遣事業 ＜継続事業＞ 

     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 １８，０００千円(基金負担分 18,000 千円) 

（事業内容） 

 高知医療再生機構が県外からの医師を雇用し、当該医師を地域の医療機関へ派遣する

ことにより、地域の医師不足を解消する。 

③ 県外私立大学連携医師招聘事業 ＜継続事業＞ 

     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ９０，０００千円（基金負担分 90,000 千円） 

（事業内容） 

 県と県外の私立大学との協定に基づき、県が当該私立大学に寄附講座を設置し、この

寄附講座の研究活動の一環として、当該大学所属医師による県内での研究・診療活動の

実施を実現する。 

④ 県外赴任医師勧誘・支援事業 ＜継続事業＞ 
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     ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ７９，０００千円（基金負担分 16,874 千円、県負担分 62,126 千円） 

（事業内容） 

県外から本県へ赴任する医師及び、高知市周辺から郡部へ赴任する医師に対する研修

修学金の支援を行い、地域の医療機関における医師を確保し、医師の地域偏在を解消す

る。 

⑤ 女性医師復職支援事業費 ＜継続事業＞ 

 ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 １０，０００千円（基金負担分 5,000 千円、国庫補助負担分 5,000 千円） 

（事業内容） 

出産、育児などによって診療の場から離れている女性医師が復職するための相談窓口

を設置し、再就業医療機関の情報収集及び情報提供を行うと共に、復帰に向けた研修の

受入調整を行い、女性医師が高知県で安心して就業できる環境を整える。 

 

 

 

２．災害医療救護体制の整備 

 

総事業額 ３，６９８，９４３千円 

（基金負担分 807,315千円 国庫補助負担分 674,166千円 事業者負担分 2,217,462千円） 

 

（目的） 

   多数の傷病者の発生が想定される南海トラフ巨大地震に備え、発災時の医療救護活動の中心

となる医療機関の耐震化や、自家発電機及び衛星携帯電話の整備を進めてきたが、災害拠点病

院や救護病院に指定されている医療機関に比べ、一般病院の耐震化率や衛星携帯電話の整備率

が低くなっている。引き続き、一般病院までを対象として、医療機関の災害対応力の向上を図

るために必要な施設・設備整備を進め、入院患者はもとより医療従事者の安全を確保し、本県

の災害時の医療救護体制の一層の強化を図る。 

 

 ＜拡充する事業＞ 

 【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】【災害医療救護体制強化事業】    

（１） 医療従事者確保事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０１，８７７千円（基金負担分 84,425 千円 事業者負担分 17,452 千円） 

（事業内容） 

災害時の医療従事者を確保するため、ＤＭＡＴチームの育成等の充実強化を図ると

ともに、医療従事者のスキルアップ、各医療支部の機能強化のために以下の研修等を

実施する 

・災害時医療従事者等研修（高知ＤＭＡＴ研修、災害医療図上訓練、ＭＣＬＳ研修等） 

・医療支部（各福祉保健所管内等）で行う災害時の医療救護体制を強化するための研修 

・日本ＤＭＡＴ研修への参加支援とＤＭＡＴチームの装備や機動力の充実強化 

・医療従事者団体等が行う研修（災害支援ナースの育成等） 

・広域医療搬送訓練等 

 

（２） 医薬品安定供給体制整備事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 



 19

・総事業費 １０，００６千円（基金負担分 10,006 千円） 

（事業内容） 

        新被害想定を受け、災害医療対策本部会議の下部組織として医薬品部会を設置し、

医薬品や血液製剤等の備蓄、流通等の見直しを行い、必要な設備整備等を行う。また、   

平成２４年度に配置した災害薬事コーディネーターのスキルアップと増員を図る。 

・医薬品等の備蓄の見直しを行うための検討会の設置と備蓄用の設備整備 

・薬事コーディネータ研修等の実施 

 

（３） 災害時医療救護体制整備事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２１０，８５６千円（基金負担分 210,856 千円） 

 （事業内容） 

新被害想定を受け、総合防災拠点への医療機能の付加等、想定される孤立地域の医療

救護体制の整備を図るとともに、多数の発生が予想される傷病者への対応や、災害時に

迅速な医療機関選定と救急搬送を行う災害・救急医療連携体制の整備を図るため以下の

事業を行う。 

① 総合防災拠点等医療機能強化事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９９，４４５千円（基金負担分 99,445 千円） 

（事業内容） 

本県では、平成２５年度に、新被害想定を受け、災害時の医療救護の在り方を再検

討することとしている。その際、孤立地域等の医療救護の強化を図るため、県下８

か所にヒトとモノの参集拠点として整備予定の総合防災拠点の医療機能の在り方に

ついても検討することとしており、総合防災拠点を含め地域の医療救護活動に必要

な医療資器材等の整備を図る。 

② ＩＣＴを活用した災害・救急医療体制整備事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １１１，４１１千円（基金負担分 111,411 千円） 

（事業内容） 

平成２５年度に導入予定の電子お薬手帳の災害時の有効活用方法等を検討し、必要

な機能強化を図るとともに、多数の傷病者の発生が想定されることから、円滑な医

療救護活動を行うためのツールとして、トリアージや、患者、医療機関等の情報伝

達・収集へのＩＣＴの活用について検討し、併せて、ＥＭＩＳ（広域災害・救急医

療情報システム）と連動した「こうち医療ネット」の必要な改修を行う。 

 

【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】【医療機関等災害対策支援事業】    

（１） 医療機関耐震化等促進事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １，３１７，３７８千円 

（基金負担分 151,499千円、国庫補助負担分 106,049千円、事業者負担分 1,059,830千円） 

・補助率 ２３％（国 1/2、県 1/2） 

（事業内容） 

国土交通省所管の社会資本整備総合交付金を活用し、医療機関が行う耐震工事、耐震

診断、耐震設計を促進する。 

平成２６年度に３病院、平成２７年度に４病院が耐震化予定である。 
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（２） 医療機関災害対応力向上事業 

① 医療機関施設・設備等支援事業 

・平成２５年度 

・総事業費 ３４０，０００千円 

（基金負担分 200,000 千円、事業者負担分 140,000 千円） 

・補助率 施設整備：2/3 設備等整備：1/2 

（事業内容） 

医療機関等が、「災害対策指針」を活用して行うＢＣＰの作成や新被害想定に基づく

防災計画の見直し（Ｐ）、その見直しに伴い防災計画等に位置付けをして実施する施

設・設備整備（Ｄ）、各訓練等を通じて実施した対策の実効性の検証（Ｃ）、さらなる

対策（Ａ）といった、ＰＤＣＡサイクルによる医療機関の災害対応力向上を支援する。 

例）病院を対象に、屋上への避難場所の設置、自家発電機や配電設備の上層階への

移設、備蓄スペースの確保等の施設整備や、防災対策にかかる設備整備等を支

援するとともに、市町村が指定した医療救護所となる診療所を対象に、医療救

護活動に必要な備品等（簡易ベッド、テント等）の整備を支援する。 

② 診療情報バックアップ事業 

         ・平成２５年度事業開始 

     ・総事業費 ８，５００千円（基金負担分 8,500 千円） 

      （事業内容） 

        災害時に早期の医療機関の復旧を目的として、平成２５年度に、高知県へき地医療

ネットワークに接続している医療機関の診療情報を、県外に保存するシステムを開発

することとしており、システムへの接続等について支援する。 

      

【医療提供体制施設設備交付金の補てん】【医療提供体制施設設備交付金の補てん】【医療提供体制施設設備交付金の補てん】【医療提供体制施設設備交付金の補てん】    

（１）医療施設近代化施設整備事業 

・平成２５年度事業開始    

・総事業費 ７２１，８２７千円 

（基金負担分 48,122 千円、国庫補助負担分 192,487 千円、事業者負担分 481,218 千円） 

・補助率 国 1/3 

（事業内容） 

基幹的精神病院が行う近代化施設整備（施設の改築）に対する国庫補助の減額分を補

填し、耐震化を推進する（２病院が予定） 

 

（２）医療施設耐震整備事業 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９８８，４９９千円 

（基金負担分 93,907 千円、国庫補助負担分 375,630 千円、事業者負担分 518,962 千円） 

・補助率 国 475/1000 

（事業内容） 

Ｉｓ値 0.3 未満の 2病院が行う耐震化工事に対する国庫補助の減額分を補填し、医療

機関の耐震化を推進する。（５病院が予定） 

 

 

３．在宅医療の推進 

 

    総事業費 ２００，０３３千円 
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（国庫負担金 25,046 千円、県負担額 4,758 千円、基金負担分 152,085 千円、事業者 

負担分 18,144 千円） 

 

（目的） 

在宅医療を選択できる環境づくりを進めるため、在宅医療を提供する機関の機能強化を図る

とともに、在宅医療を担う多職種の医療関係者の確保と資質向上、県民及び医療関係者への看

取りを含めた在宅医療に関する情報の提供、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継

続的な在宅医療の提供体制の構築を目指す。 

   なお、平成２５年度からの保健医療計画策定に向けて県内の在宅医療提供体制、訪問看護の 

ニーズ調査を行い、在宅医療体制検討会議において必要な対策の検討を行った結果、既存事業 

として取り組んできた専門的口腔ケア実施体制の整備、在宅医療従事者等のレベルアップ、在 

宅医療（訪問看護含む）の普及啓発についても、引き続き今期の保健医療計画期間中に対策を 

講じる必要があるとされたため、これらの事業については地域医療再生基金を活用して今期保 

健医療計画の中間年度である平成２７年度まで継続するために不足する財源を充当する。 

 

＜拡充する事業＞ 

【専門的口腔ケア実施体制の整備】【専門的口腔ケア実施体制の整備】【専門的口腔ケア実施体制の整備】【専門的口腔ケア実施体制の整備】        

誤嚥性肺炎予防などに配慮した総合的な口腔機能評価に基づき、歯科医師及び歯科衛生士

が専門的口腔ケア（歯科治療、歯科保健指導、専門的口腔清掃、摂食機能訓練を含む）を実

施するための体制の充実に必要な機材を整備する。 

（１） 在宅歯科診療設備整備事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ５０，９３４千円（基金負担分 16,978 千円） 

（事業内容） 

寝たきり等で通院による歯科受診が困難な患者の口腔機能の維持・向上を図るため、

在宅歯科医療に必要な診療機器を整備する。 

 

（２） 在宅歯科医療連携推進事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １４，０００千円（基金負担分 7,000 千円） 

（事業内容） 

         高知県歯科医師会に整備した在宅歯科医療連携室を拠点とする在宅歯科医療のネッ

トワークを構築する。 

    

（３）在宅歯科医療機器貸与事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ２，３３２千円（基金負担分 1,166 千円） 

（事業内容） 

在宅歯科医療を推進するため、高知県歯科医師会が歯科診療所に貸し出すための訪問

歯科診療用機器を整備する。 

 

【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】【医療従事者等レベルアップ事業】    

・ (社)高知県医師会、(社)高知県歯科医師会、(社)高知県薬剤師会、(社)高知県看護協会

（以下、関係４団体）等と連携して、在宅医療に関わる意思のある医師等医療従事者を対

象に、「24 時間対応」、「自宅での看取りを可能とする」、「重症者や障害のある高齢者の在宅

医療を可能とする」ことを重視した研修を実施する。 
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・病院等における急性期医療と在宅医療の連携を促進することを目的に、病院管理者等が在

宅医療の現状を理解するための研修を実施する。 

・医療提供体制の強化に向け、医療関係者の資質向上と連携強化を図るための研修を実施す 

る。 

・入院と在宅のシームレスな医療提供及び薬学的な管理の一層の充実を図るため、地域の薬

局と医療機関の連携を強化し、地域で適正な薬物療法を受けられる体制を構築する。 

 

（１） 訪問薬剤師養成研修事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ３，６０６千円（基金負担分 3,606 千円） 

（事業内容） 

在宅で療養する患者が薬の副作用に関する確認や服薬状況改善支援を受け、地域で

適正な薬物療法を受けることができるよう、訪問薬剤師の確保と資質向上を図るため

の研修を行う。 

 

（２） 在宅歯科人材育成事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １０，３３０千円（基金負担分 4,504 千円） 

（事業内容） 

        在宅患者の歯周病対策や義歯管理などの口腔機能を確保することができるよう、在

宅歯科診療を担う人材の育成を行う。 

 

（３） 在宅医療に係る医療従事者団体研修体制強化事業 ＜新規事業＞＞＞＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ４，５００千円（基金負担分 4,500 千円） 

（事業内容） 

在宅医療提供体制の強化を目的に、在宅医療に係る多職種の医療従事者団体が会員

の資質向上と連携強化を図るための研修を実施する。 

    

【【【【訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業訪問看護事業強化事業】】】】    

訪問看護ステーション数の増加及びサービスの質の向上、訪問看護師の確保及び質の向上、

施設から在宅への移行支援の強化等を目的に、(社)高知県看護協会等と連携して事業を実施

する。    

（１） 訪問看護師育成研修・訪問看護ステーション管理者研修事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２，８３４千円（基金負担分 2,834 千円） 

（事業内容） 

訪問看護師の確保及び資質の向上、訪問看護ステーションの機能強化を図るための

研修を実施する。 

 

（２） 訪問看護相談支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ４，１２４千円（基金負担分 4,124 千円） 

（事業内容） 

大学病院の専門医療チームによる、訪問看護ステーション等の在宅医療・訪問看護

技術、アセスメント能力向上のための研修を行う。 
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（３） 訪問看護普及啓発事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ６，０００千円（基金負担分 6,000 千円） 

（事業内容） 

在宅で療養する患者及び家族、保健・医療・福祉関係者に訪問看護についての認知

を高めることを通じて訪問看護の利用の定着を促進することにより、訪問看護事業の

基盤強化を図る。 

 

（４） 中山間地域訪問看護提供体制強化事業 ＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １２，５１２千円（基金負担分 12,512 千円） 

（事業内容） 

        訪問看護事業者団体と連携して、中山間地域等、人口の集積が少なく採算面から訪問 

看護ステーションの経営が困難な地域においても訪問看護が提供できる仕組みを構築

する。 

 

（５） 安芸地域訪問看護提供体制強化事業＜新規事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２０，０２５千円（基金負担分 20,025 千円） 

（事業内容） 

     訪問看護の潜在ニーズがある一方で、地理的条件等により訪問看護提供体制が脆弱

な安芸保健医療圏において、市町村及び地域医師会、関係団体と連携して以下の事項

に取り組むことにより、地域において訪問看護資源を充実させ、在宅医療が選択でき

る地域づくりを推進する。 

〇地域の医療・介護関係機関による訪問看護供給方策の協議の場の運営、課題の抽

出・対応策の検討 

〇訪問看護ニーズに対応するためのサービス供給の調整支援 

〇訪問診療・訪問看護を実施及び検討している医療機関へのコンサルテーションや

研修の実施 

〇在宅療養支援ネットワークの構築 

     〇在宅医療・訪問看護に関する地域における普及啓発活動 

   

【【【【普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業】】】】    

・県民、医療・福祉関係者、学生等を対象としたシンポジウム等の開催 

・啓発用資材の作成・配布 

・県民及び医療・福祉関係者に対する情報提供 

・地域の救急医療、小児医療等を守るための自主的な活動を行なう住民組織を支援し、住民、

医療・保健・福祉関係者、行政が連携し地域が一体となった取組を促進する。 

 

（１） 地域医療フォーラム開催事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ２，３８０千円（基金負担分 2,380 千円） 

（事業内容） 

          在宅医療の推進に向けた医療・介護・福祉等の関係者の連携強化及び県民への情報

提供を目的とするフォーラムを開催する。 
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（２） 在宅医療普及啓発事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ４，６０８千円（基金負担分 4,608 千円） 

（事業内容） 

在宅医療を選択できる環境づくりには、在宅医療に関する県民及び医療従事者の理

解を深めることが欠かせないため、講演会や普及啓発資料の作成・配布、出前講座等

により、看取りも含めた在宅医療に関する情報提供を行う。 

 

（３） 薬物療法連携推進事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １，５３０千円（基金負担分 1,530 千円） 

（事業内容） 

薬物療法を中心とした多職種の連携を強化し、県民が地域で適正な薬物療法を受け

ることのできる体制を構築することを目的に、関係者による協議の場を設けるととも

に、地域の医療機関等と連携したモデル的な取組の促進、医療関係者や県民を対象と

した研修会・イベントの実施、薬剤師の地域における役割の普及啓発のための資材の

作成・配布等を行う。 

 

【【【【在宅在宅在宅在宅医療医療医療医療連携連携連携連携体制構築支援体制構築支援体制構築支援体制構築支援事業事業事業事業】】】】（新規事業）（新規事業）（新規事業）（新規事業）    

   在宅医療が選択できる地域を拡げていくため、市町村・県及び郡市医師会等と連携し、多

職種にわたる医療・介護関係者が協働して地域の実情に応じた包括的かつ継続的な支援を提

供できる体制を構築する。 

 

（１） 在宅医療連携体制構築支援事業 

・平成２５年度事業開始  

・総事業費 ６０，３１８千円（基金負担分 60,318 千円） 

（事業内容） 

以下の事項に取り組むことにより、当該地域における医療・介護の多職種の関係者

が連携して在宅療養患者を支える体制を構築する。 

〇地域の医療・介護・福祉資源の状況の把握 

〇地域の医療・介護関係機関による協議の場の運営、在宅医療における連携上の課

題の抽出・対応策の検討 

〇地域の医療・介護従事者を対象とする研修の実施 

〇２４時間３６５日在宅医療提供体制の検討 

〇在宅チーム医療を提供するための情報共有方策の検討 

     〇在宅医療に関する地域における普及啓発活動 

    

    

４．救急医療の確保 

 

  総事業費 ３８，３７５千円 

（基金負担分 35,110 千円、事業者負担分 3,265 千円） 

 

＜拡充する事業＞ 

     【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】【救急医療体制強化事業】    
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（１） 救急医療啓発事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 １８，８６０千円（基金負担分 18,860 千円） 

（事業内容） 

救急車や救命救急センター本来の役割を確保するため、救急医療についての正しい

知識をＴＶＣＭ、新聞広告により救急車の適正な利用と救急病院の適正受診について

県民理解の促進を図るとともに、小児の急病時の対応等についてとりまとめたＤＶＤ

を作成し、保育所等に配布することにより、家庭内での対応力の強化を図る。 

 

（２） 小児救急勤務医確保事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９，７２０千円（基金負担分 9,720 千円） 

（事業内容） 

小児科病院群輪番制病院に勤務する医師に対する当直手当の支給を支援することに

より、医師の小児救急離れを防止し、小児救急輪番体制を維持する。 

 

（３） 小児救急トリアージ担当看護師設置支援事業 ＜継続事業＞ 

・平成２５年度事業開始 

・総事業費 ９，７９５千円（基金負担分 6,530 千円 事業者負担分 3,265 千円） 

     （事業内容） 

小児科医師の負担を軽減するために、小児科病院群輪番制病院に小児救急患者のト

リアージを行う看護師を設置する医療機関の支援を行う。 

    

    

５．がん対策 

 

総事業費 ６５，０００千円  

（基金負担分 32,500 千円 事業者負担分 32,500 千円） 

 

（１）胃がん検診車整備事業 ＜新規事業＞ 

    ・平成２５年度 

    ・総事業費 ６５，０００千円 (基金負担分 32,500 千円 事業者負担分 32,500 千円) 

     （事業内容） 

住民検診の利便性を向上させ、受診率向上を図るため、がん検診の受診率が特に低

い胃がん検診車を高知県内の全市町村から受託している、公益財団法人高知県総合保

健協会に新たに１台整備する。 

    

    

    

Ⅵ 期待される効果 

 

１．医師確保対策の推進 

・県内の基幹型臨床研修病院において、初期臨床研修を開始する医師を６０人とする。 

・１年間に高知大学医学部に採用される医師数を４０人とする。 

・平成２７年度末までに発達障害の専門医師を２０人養成し、身近な地域で早期に療育支援が

受けられる体制を整備する。 
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・安定的に精神保健指定医を確保するシステムを研究するとともに、精神科医師を確保するた

めの仕組みを構築する。 

 

 

２． 災害医療救護体制の整備 

（１） 災害医療救護体制強化事業 

① 医療従事者確保事業 

・日本ＤＭＡＴ３チーム／年×３年（２５～２７年度）育成 

・高知ＤＭＡＴ５チーム（救護病院）／年×３年（２５～２７年度）育成 

・災害支援ナース１５０名／年×３年（２５～２７年度）⇒４５０名育成 

・災害医療コーディネータ１８名（平成２４年度末現在）のスキルアップ 

・各医療支部（福祉保健所単位）での感染症等の医療安産地域ネットワークの構築 

② 医薬品安定供給体制整備事業 

・災害薬事コーディネータ３８名（平成２４年度末現在）のスキルアップ 

・新被害想定に基づく、医薬品及び輸血用血液等の適正備蓄と供給体制に確立 

③ 災害時医療救護体制整備事業 

・医療資源の少ない地域における医療救護活動拠点の整備による災害医療過疎地域の解消 

・ＩＣＴを導入した多数傷病者に対応する医療救護体制の構築 

 

（２） 医療機関等災害対策支援事業 

① 医療機関耐震化促進事業 

・病院の耐震化は、２６年度に３病院、２７年度に８病院が予定しており、耐震化率は、

７７．４％（１０３施設）となる見込み。 

② 医療機関等災害対応力向上事業 

・アンケート結果から、９０％以上の病院が新被害想定を踏まえた防災計画の見直し等を

予定しており、「災害他策指針」を活用し、新被害想定に基づく見直しやＢＣＰの策定、

ＰＤＣＡサイクルによる医療機関の防災力の向上が期待できる。なお、防災計画の見直し

等には専門家を派遣する事業（県単独事業）も実施する。 

・備蓄倉庫を兼ねた医療従事者宿舎の建設や自家発電機や配電装置の上層階への設置等に

よる医療機関の災害対応力の向上が見込まれる。 

 

 

３． 在宅医療の推進 

・地域に根ざした医療・介護・福祉の関係機関のネットワークが構築され、在宅医療提供機関

のグループ化により２４時間３６５日在宅医療提供体制のある地域が増えている。 

  ・訪問看護ステーションのサービスが提供できる地域の拡大や訪問看護を提供できる医療機関

の増加により、県内全地域（旧市町村圏域）で訪問看護が提供されている。 

 

 

４．救急医療の確保 

（１） 救急医療の適正利用 

県民に対する継続した救急医療の適正利用等に関する広報により、救急医療の現状を認識す

るとともに、適正受診への行動変容につなげる。 

（２） 小児救急医療体制 

小児科病院群輪番制の維持 
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５．がん対策 

１日６０人×２５０日稼働＝１５，０００人程度の受診が可能となり、がんの早期発見に大 

いに貢献する。（災害時における検診バスによる住民のがん検診の利便性向上） 

 

 

 

Ⅶ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

１．医師確保対策の推進 

中長期的医師確保対策及び即効性のある医師確保対策を継続する。個別事業の継続につい 

ては平成２７年度までの成果を踏まえて別途検討する。 

 

２．災害時の医療提供体制確保 

（１） 医療従事者確保事業 

・ＤＭＡＴの育成や医療従事者のスキルアップや技能維持のための研修・訓練は継続する 

（２） 医療機関等災害対応力向上事業 

・医療機関等の施設、設備等の整備については、整備状況も確認の上検討する。なお、耐震

化については、工事中の代替え地の確保等に一定の期間を要することから、医療機関の意向

や国の補助制度の動向も踏まえ検討する。 

（３） 医療救護体制整備に関する事業 

・高知県災害時医療救護計画は不断の見直しを行うこととしており、見直しによる必要な事

業は実施する。 

 

３．在宅医療 

（１）訪問看護師育成研修・訪問看護ステーション管理者研修事業（1,500 千円／年度） 

（理由）在宅医療の提供に不可欠な訪問看護師の育成・訪問看護ステーションの機能強化に

引き続き取り組む必要があるため 

 

（２）在宅医療普及啓発事業（3,500 千円／年度） 

 （理由）在宅医療の選択できる環境づくりのために、在宅医療に関する県民及び医療従事者

の理解を深めることが引き続き重要であるため。 

 

４．救急医療の確保 

・救急搬送される患者に占める軽症者割合等の推移を把握しつつ、高知県救急医療協議会の

意見も踏まえ検討する。 

・小児（救急）医療体制確保に関する事業 

   ・県内の小児科医師数の推移も把握しつつ、小児（救急）医療体制検討会議の意見も踏まえ

検討する。 

ⅧⅧⅧⅧ    地域医療地域医療地域医療地域医療再生計画の案の作成経過 

   

２月２８日 高知県医療審議会開催 

・再生計画策定スケジュールの報告 

・意見募集について周知 

 ・関係機関等に再生計画案の送付、パブリックコメント募集のお知らせ 

４月１９日 バプリックコメント募集 
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４月２６日 医療審議会医療従事者確保推進部会での審議 

５月１８日 パブリックコメント募集終了 

５月２３日 高知県医療審議会での審議・承認 

  

 


